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を
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す
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地
域
防
災
計
画
に
災
害
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
対
策
を
規
定
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

熊
本
地
震
の
被
災
地
で
あ
る
熊
本
市
で
は
、
災
害
時
の
建
物
倒
壊
な
ど
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
防
止
対
策
を
地
域
防
災

計
画
で
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
、
今
後
、
倒
壊
し
た
建
物
の
解
体
や
撤
去
の
際
に
影
響
が
出
て
く
る
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

総
務
省
が
十
六
都
道
府
県
、
二
十
政
令
指
定
都
市
と
三
特
別
区
の
計
三
十
九
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

熊
本
市
を
含
む
七
地
方
公
共
団
体
で
地
域
防
災
計
画
の
中
に
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
対
策
の
規
定
が
無
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し

た
。一

九
九
五
年
の
阪
神
大
震
災
以
来
、
大
規
模
災
害
時
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
飛
散
し
た
こ
と
か
ら
、
災
害
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散

防
止
対
策
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
の
意
識
が
つ
い
て
き
て
い
な
い
こ
と
を
表
す

結
果
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

政
府
は
、
改
め
て
各
地
方
公
共
団
体
に
地
域
防
災
計
画
で
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
対
策
を
規
定
す
る
よ
う
、
徹
底
す
る
べ
き
だ

と
考
え
ま
す
が
、
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。


